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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａ）ポリヒドロキシ硬化性フルオロエラストマー；
　Ｂ）ポリヒドロキシ硬化剤；及び
　Ｃ）水酸化酸化γ－アルミニウムと酸化マグネシウムとを含むアニオントラップ剤の混
合物、を含む、硬化性フルオロエラストマー組成物。
【請求項２】
　Ａ）フルオロエラストマー；及び
　Ｂ）水酸化酸化γ－アルミニウムと酸化マグネシウムとを含むアニオントラップ剤の混
合物、を含む、ポリヒドロキシ硬化フルオロエラストマー物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ｉ）フルオロエラストマー、ｉｉ）ポリヒドロキシ硬化剤、及びｉｉｉ）水
酸化酸化γ－アルミニウムと酸化マグネシウムとを含むアニオントラップ剤の混合物、を
含む硬化性フルオロエラストマー組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　卓越した耐熱性、耐油性、及び耐薬品性を有するフルオロエラストマーは、シーリング
材、容器及びホースに広く使用されている。フルオロエラストマーの例としては、フッ化
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ビニリデン（ＶＦ2）の単位と、少なくとも１つのその他の共重合性フッ素含有モノマー
の単位（例えば、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）、テトラフルオロエチレン（ＴＦ
Ｅ）、クロロトリフルオロエチレン（ＣＴＦＥ）、フッ化ビニル（ＶＦ）、及びパーフル
オロ（アルキルビニルエーテル）（ＰＡＶＥ）のようなフルオロビニルエーテルの単位）
とを含むコポリマーが挙げられる。ＰＡＶＥの具体例としては、パーフルオロ（メチルビ
ニルエーテル）、パーフルオロ（エチルビニルエーテル）及びパーフルオロ（プロピルビ
ニルエーテル）が挙げられる。その他のフルオロエラストマーとしては、ＴＦＥの単位と
パーフルオロ（メチルビニルエーテル）の単位とを含むコポリマーが挙げられる。
【０００３】
　引張強度、伸び、及び圧縮永久ひずみ等の物理的特性を完全に発現させるためには、エ
ラストマーを硬化、即ち、加硫又は架橋しなければならない。フルオロエラストマーの場
合、これは一般的に、未硬化ポリマー（即ち、フルオロエラストマーゴム）を多官能硬化
剤と混合し、得られた混合物を加熱し、それによって硬化剤とポリマー主鎖又は側鎖に沿
った活性部位との化学反応を促進することによって実施される。この化学反応の結果生成
する鎖間結合により、三次元網目構造を有する架橋ポリマー組成物が形成される。ポリヒ
ドロキシ化合物は、フルオロエラストマーの硬化剤として一般的に用いられる。かかる求
核性硬化剤は、活性化されるために酸受容体（例えば、二価の金属酸化物及び／又は二価
の金属水酸化物）を必要とする。
【０００４】
　しかし、酸受容体を含有する硬化フルオロエラストマー物品は、許容できないほど高い
体積膨潤度を示す場合があり、その結果、物品は、硫酸のようなはるかに強い鉱酸に対し
て卓越した耐性を有するにもかかわらず、酢酸のようなカルボン酸に曝露されたときにシ
ール不良を生じ得る。カルボン酸への曝露は、化学工業用途及び自動車用途（例えば、排
気再循環（ＥＧＲ）システム及びバイオ燃料管理システム）等の様々な最終用途で起こり
得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カルボン酸への曝露によるポリヒドロキシ硬化フルオロエラストマー物品の体積膨潤及
び表面損傷は、物品から金属酸化物及び金属水酸化物の量を低減するか又はなくすことに
よって少なくなる場合がある。ただし、かかる物品の硬化速度は大幅に低減される。した
がって、短時間で硬化し、なおかつカルボン酸に曝露したときに体積膨潤に耐えるポリヒ
ドロキシ硬化性フルオロエラストマー組成物が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様において、本発明は、
　Ａ）ポリヒドロキシ硬化性フルオロエラストマー；
　Ｂ）ポリヒドロキシ硬化剤；及び
　Ｃ）水酸化酸化γ－アルミニウムと酸化マグネシウムとを含むアニオントラップ剤の混
合物、を含む、硬化性フルオロエラストマー組成物を提供する。
【０００７】
　別の態様によると、本発明は、
　Ａ）フルオロエラストマー；及び
　Ｂ）水酸化酸化γ－アルミニウムと酸化マグネシウムとを含むアニオントラップ剤の混
合物、を含む、ポリヒドロキシ硬化フルオロエラストマー物品を提供する。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、ポリヒドロキシ硬化剤で硬化したときに、カルボン酸（例えば、自動車のブ
ローバイガス凝縮物又は排ガス凝縮物）中並びに冷却剤及びバイオ燃料中での体積膨潤が
低減される硬化性フルオロエラストマー組成物に関する。このような硬化フルオロエラス
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トマー物品は、硫酸／硝酸／酢酸／ギ酸の酸濃縮物に、２５００ｐｐｍ／５０ｐｐｍ／１
０ｐｐｍ／１０００ｐｐｍ／３００ｐｐｍの割合で、６０℃で３３６時間曝露したときに
、驚くほど低い体積膨潤度、即ち、１０体積％未満、好ましくは５体積％未満の体積膨潤
度を有する。硬化フルオロエラストマー組成物は、化学工業用途並びに排気再循環（ＥＧ
Ｒ）システム及びバイオ燃料管理システムのような自動車用途等の様々な最終用途を有す
る。
【０００９】
　本発明への使用に好適なフルオロエラストマーは、ポリヒドロキシ硬化性のものである
。「ポリヒドロキシ硬化性」は、ビスフェノールＡＦ等のポリヒドロキシ硬化剤で架橋す
ることが知られているフルオロエストマーを意味する。このようなフルオロエラストマー
としては、エラストマーポリマー主鎖に沿って複数の炭素－炭素二重結合を有するもの、
並びに容易に脱フッ化水素され得る部位を含有するフルオロエラストマーも挙げられる。
後者のフルオロエラストマーとしては、限定するものではないが、フッ化ビニリデン（Ｖ
Ｆ2）とヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）との隣接共重合単位を有するもの、並びに
ＶＦ2（又はテトラフルオロエチレン）と酸性水素原子を有するフッ素化コモノマー（２
－ヒドロペンタフルオロプロピレン；１－ヒドロペンタフルオロプロピレン；トリフルオ
ロエチレン；２，３，３，３－テトラフルオロプロペン；又は３，３，３－トリフルオロ
プロペン等）との隣接共重合単位を有するフルオロエラストマーが含まれる。好ましいポ
リヒドロキシ硬化性フルオロエラストマーとしては、ｉ）フッ化ビニリデンと、ヘキサフ
ルオロプロピレン、及び場合によって、テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）とのコポリマ
ー；ｉｉ）フッ化ビニリデンと、パーフルオロ（メチルビニルエーテル）等のパーフルオ
ロ（アルキルビニルエーテル）、２－ヒドロペンタフルオロプロピレン及び場合によって
、テトラフルオロエチレンとのコポリマー；ｉｉｉ）テトラフルオロエチレンと、プロピ
レン及び３，３，３－トリフルオロプロペンとのコポリマー；ｉｖ）テトラフルオロエチ
レン、パーフルオロ（メチルビニルエーテル）及びヘキサフルオロ－２－（ペンタフルオ
ロフェノキシ）－１－（トリフルオロビニルオキシ）プロパンのコポリマー、並びにｖ）
エチレンと、テトラフルオロエチレン、パーフルオロ（メチルビニルエーテル）及び３，
３，３－トリフルオロプロピレンとのコポリマーが含まれる。
【００１０】
　フルオロエラストマーに加えて、本発明のポリヒドロキシ硬化性組成物は、ポリヒドロ
キシ硬化剤及び任意追加的に加硫（又は硬化）促進剤を含有する。
【００１１】
　硬化性組成物は、フルオロエラストマー１００重量部当たり０．４～４重量部（好まし
くは１～２．５部）、即ち、０．４～４ｐｈｒ（好ましくは１～２．５ｐｈｒ）のポリヒ
ドロキシ硬化剤（又はその誘導体）を含有する。典型的なポリヒドロキシ架橋剤としては
、ジ－、トリ－、及びテトラヒドロキシベンゼン、ナフタレン、及びアントラセン、並び
に式
【化１】

のビスフェノールが挙げられ、式中、Ａは、１～１３個の炭素原子の二官能性の脂肪族、
脂環式若しくは芳香族基、又はチオ、オキシ、カルボニル、スルフィニル若しくはスルホ
ニル基であり；Ａは、少なくとも１個の塩素又はフッ素原子で任意追加的に置換されてい
てもよく；ｘは、０又は１であり；ｎは、１又は２であり；このポリヒドロキシ化合物の
任意の芳香族環は、少なくとも１個の塩素若しくはフッ素原子、アミノ基、－ＣＨＯ基、
又はカルボキシル若しくはアシル基で任意追加的に置換されていてもよい。好ましいポリ
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ヒドロキシ化合物としては、ヘキサフルオロイソプロピリデン－ビス（４－ヒドロキシ－
ベンゼン）（即ち、ビスフェノールＡＦ又はＢＰＡＦ）；４，４'－イソプロピリデンジ
フェノール（即ち、ビスフェノールＡ）；４，４'－ジヒドロキシジフェニルスルホン；
及びジアミノビスフェノールＡＦが含まれる。上記のビスフェノールの式を参照すると、
Ａがアルキレンである場合、Ａは、例えば、メチレン、エチレン、クロロエチレン、フル
オロエチレン、ジフルオロエチレン、プロピリデン、イソプロピリデン、トリブチリデン
、ヘプタクロロブチリデン、ヘプタフルオロブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン、
及び１，１－シクロヘキシリデンであることができる。Ａがシクロアルキレン基である場
合、Ａは、例えば、１，４－シクロヘキシレン、２－クロロ－１，４－シクロヘキシレン
、シクロペンチレン、又は２－フルオロ－１，４－シクロヘキシレンであることができる
。更に、Ａは、ｍ－フェニレン、ｐ－フェニレン、ｏ－フェニレン、メチルフェニレン、
ジメチルフェニレン、１，４－ナフチレン、３－フルオロ－１，４－ナフチレン、及び２
，６－ナフチレン等のアリーレン基であることができる。式
【化２】

のポリヒドロキシフェノール（式中、Ｒは、Ｈ、又は１～４個の炭素原子を有するアルキ
ル基若しくは６～１０個の炭素原子を有するアリール基であり、Ｒ'は、１～４個の炭素
原子を有するアルキル基である）も、有効な架橋剤として作用する。このような化合物の
例としては、ヒドロキノン、カテコール、レゾルシノール、２－メチルレゾルシノール、
５－メチル－レゾルシノール、２－メチルヒドロキノン、２，５－ジメチルヒドロキノン
、２－ｔ－ブチル－ヒドロキノン；並びに１，５－ジヒドロキシナフタレン及び２，６－
ジヒドロキシナフタレンの等の化合物が含まれる。
【００１２】
　さらなるポリヒドロキシ硬化剤としては、ビスフェノールアニオンのアルカリ金属塩、
ビスフェノールアニオンの四級アンモニウム塩、ビスフェノールアニオンの三級スルホニ
ウム塩及びビスフェノールアニオンの四級ホスホニウム塩が挙げられる。具体例としては
、ビスフェノールＡＦの二ナトリウム塩、ビスフェノールＡＦの二カリウム塩、ビスフェ
ノールＡＦの一ナトリウム一カリウム塩、及びビスフェノールＡＦのベンジルトリフェニ
ルホスホニウム塩が挙げられる。
【００１３】
　ビスフェノールアニオンの四級アンモニウム及びホスホニウム塩は、米国特許第４，９
５７，９７５号及び同第５，６４８，４２９号で考察されている。ビスフェノールＡＦと
、式Ｒ1Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｎ

+四級アンモニウムイオンとの塩（モル比１：１）が好ましく、式中
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、Ｒ1～Ｒ4はＣ1～Ｃ8アルキル基であり、Ｒ1～Ｒ4の少なくとも３個はＣ3又はＣ4アルキ
ル基である。これらの好ましい組成物の具体例としては、テトラプロピルアンモニウム－
、メチルトリブチルアンモニウム－及びテトラブチルアンモニウム－ビスフェノールＡＦ
のモル比１：１の塩が挙げられる。このような塩は、様々な方法で作製され得る。例えば
、ビスフェノールＡＦのメタノール溶液を、四級アンモニウム塩のメタノール溶液と混合
してもよく、次いで、ｐＨを、ナトリウムメトキシドで上昇させて、無機ナトリウム塩を
沈殿させる。濾過後、メタノールを蒸発させることによって溶液からテトラアルキルアン
モニウム／ＢＰＡＦ塩を単離してもよい。あるいは、テトラアルキルアンモニウムヒドロ
キシドのメタノール溶液を四級アンモニウム塩の溶液の代わりに用いて、無機塩の沈殿及
び溶液の蒸発前のその除去の必要性をなくしてもよい。
【００１４】
　更に、モノ－又はジエステル等の誘導体化ポリヒドロキシ化合物、及びトリメチルシリ
ルエーテルは、有用な架橋剤である。このような組成物の例としては、限定するものでは
ないが、レゾルシノールモノベンゾエート、ビスフェノールＡＦのジアセテート、スルホ
ニルジフェノールのジアセテート、及びヒドロキノンのジアセテートが挙げられる。
【００１５】
　硬化性フルオロエラストマー組成物に使用してもよい加硫促進剤（硬化促進剤とも呼ば
れる）としては、［（Ｃ6Ｈ5）2Ｓ

+（Ｃ6Ｈ13）］［Ｃｌ］-、及び［（Ｃ6Ｈ13）2Ｓ（Ｃ

6Ｈ5）］+［ＣＨ3ＣＯ2］
-のような三級スルホニウム塩、及び式Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｙ

+Ｘ-の四
級アンモニウム、ホスホニウム、アルソニウム、及びスチボニウム塩（式中、Ｙは、リン
、窒素、ヒ素、又はアンチモンであり；Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、及びＲ8は独立に、Ｃ1～Ｃ20ア
ルキル、アリール、アラルキル、アルケニル、並びにそれらの塩素、フッ素、臭素、シア
ノ、－ＯＲ、及び－ＣＯＯＲ置換類似体（ＲはＣ1～Ｃ20アルキル、アリール、アラルキ
ル、アルケニルである）であり、Ｘは、ハライド、ヒドロキシド、サルフェート、サルフ
ァイト、カーボネート、ペンタクロロチオフェノーラート、テトラフルオロボレート、ヘ
キサフルオロシリケート、ヘキサフルオロホスフェート、ジメチルホスフェート、並びに
Ｃ1～Ｃ20アルキル、アリール、アラルキル、及びアルケニルカルボキシレート及びジカ
ルボキシレートである）が挙げられる。特に好ましいのは、ベンジルトリフェニルホスホ
ニウムクロライド、ベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド、テトラブチルアンモニ
ウムサルフェート、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウ
ムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムブロミド、トリブチルアリルホスホニウムク
ロライド、トリブチル－２－メトキシプロピルホスホニウムクロライド、１，８－ジアザ
ビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン、及びベンジルジフェニル（ジメチルアミノ
）ホスホニウムクロライドである。他の有用な促進剤としては、メチルトリオクチルアン
モニウムクロライド、メチルトリブチルアンモニウムクロライド、テトラプロピルアンモ
ニウムクロライド、ベンジルトリオクチルホスホニウムブロミド、ベンジルトリオクチル
ホスホニウムクロライド、メチルトリオクチルホスホニウムアセテート、テトラオクチル
ホスホニウムブロミド、メチルトリフェニルアルソニウムテトラフルオロボレート、テト
ラフェニルスチボニウムブロミド、４－クロロベンジルトリフェニルホスホニウムクロラ
イド、８－ベンジル－１，８－ジアザビシクロ（５．４．０）－７－ウンデセノニウムク
ロライド、ジフェニルメチルトリフェニルホスホニウムクロライド、アリルトリフェニル
ホスホニウムクロライド、テトラブチルホスホニウムブロミド、ｍ－トリフルオロメチル
ベンジルトリオクチルホスホニウムクロライド、並びに米国特許第５，５９１，８０４号
；同第４，９１２，１７１号；同第４，８８２，３９０号；同第４，２５９，４６３号；
同第４，２５０，２７８号及び同第３，８７６，６５４号に開示された他の四級化合物が
挙げられる。使用する促進剤の量は、フルオロエラストマー１００重量部当たり０．０５
～２重量部（即ち、０．０５～２ｐｈｒ）である。好ましくは、フルオロエラストマー１
００部当たり０．１～１．０部の促進剤が使用される。
【００１６】
　本発明の硬化性組成物は、フルオロエラストマー１００重量部当たり１～２５重量部、
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好ましくは２～１５重量部の、水酸化酸化γ－アルミニウム（即ち、ベーマイト）と酸化
マグネシウムとを含むアニオントラップ剤の混合物も含有する。前記アニオントラップ剤
中の水酸化酸化γ－アルミニウム混合物の量は、フルオロエラストマー１００重量部当た
り０．７５～２０重量部、好ましくは１．５～１０重量部の範囲である。
【００１７】
　このアニオントラップ剤の混合物において、酸化マグネシウムは、硬化（架橋）反応を
促進するための酸受容体として、及びＨＦ又はカルボン酸等の任意の酸性物質を捕捉する
ためのアニオントラップ剤としての両方として作用する。水酸化酸化γ－アルミニウムは
、任意の酸性物質、好ましくはカルボン酸を捕捉するためのアニオントラップ剤として作
用するが、フルオロエラストマー硬化速度に有意な影響を与えない。好適な水酸化酸化γ
－アルミニウム化合物としては、限定するものではないが、式ＡｌＯ（ＯＨ）で約２０マ
イクロメートルの平均粒径、約２７０ｍ2／ｇのＢＥＴ比表面積、及び約４．５ｎｍの平
均孔径を有するものが挙げられる。かかる化合物は、Ｎｉｐｐｏｎ　Ｌｉｇｈｔ　Ｍｅｔ
ａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｔｄ．からＣ１０Ｗとして市販されている。
【００１８】
　フルオロエラストマー、硬化剤、アニオントラップ剤及び任意の他の成分（例えば、充
填剤、加工助剤、着色剤等の、フルオロエラストマー組成物に一般的に使用される成分）
は、一般的に、内部ミキサー又はゴムミルによって硬化性組成物に取り込まれる。
【００１９】
　次いで、得られた組成物を、成形（例えば、型成形又は押出成形）及び硬化して、フッ
素ゴム物品を形成してもよい。硬化は、典型的には約１５０℃～２００℃で１～６０分間
行われる。適切な加熱及び硬化手段を備えた従来のゴム硬化プレス、型、押出機等を使用
できる。更に、最適な物理的特性及び寸法安定性のために、後硬化操作を行うことが好ま
しく、この操作では、型成形又は押出成形されたフッ素ゴム物品を、オーブン等の中で更
に約１～４８時間、典型的には約１８０℃～２７５℃で、一般的に空気雰囲気において、
加熱する。
【００２０】
　本発明の別の態様は、上記の硬化性組成物から作製された硬化フルオロエラストマー物
品である。このような硬化フルオロエラストマー物品は、硫酸／硝酸／酢酸／ギ酸の酸濃
縮物に、２５００ｐｐｍ／５０ｐｐｍ／１０ｐｐｍ／１０００ｐｐｍ／３００ｐｐｍの割
合で、６０℃で３３６時間曝露したときに、低い体積膨潤度、即ち、１０体積％未満、好
ましくは５体積％未満の体積膨潤度を有する。この硬化フルオロエラストマー物品は、化
学工業用途並びに排気再循環（ＥＧＲ）システム及びバイオ燃料管理システムのような自
動車用途等の様々な最終用途を有する。
【実施例】
【００２１】
　試験方法
　硫酸／硝酸／酢酸／ギ酸の酸濃縮物に、２５００ｐｐｍ／５０ｐｐｍ／１０ｐｐｍ／１
０００ｐｐｍ／３００ｐｐｍの割合で、６０℃で浸漬した後の体積膨潤度（％）は、標準
ＡＳＴＭ　Ｄ４７１クーポンでＡＳＴＭ　Ｄ４７１－９６により決定した。このクーポン
は、硬化フルオロエラストマースラブから調製し、密封Ｐａｒｒ容器内で、酸濃縮物に、
６０℃にて実施例に記載の時間浸漬した。
【００２２】
　硬化速度及び硬化率のムービングダイレオメトリー（ＭＤＲ）試験は、ＪＩＳ　Ｋ６３
００－２：２００１に従って、温度１７７℃で１２分間、０．５°の弧にて実施した。
【００２３】
　機械特性は、ＪＩＳ　Ｋ６２５１：２００４に従って、２５℃で測定した。
【００２４】
　圧縮永久ひずみは、ＪＩＳ　Ｋ６２６２：２００６に従って、２００℃、７０時間、大
粒ペレットで測定した。
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【００２５】
　材料
　実施例に用いたフルオロエラストマーＦＫＭ１は、ＤｕＰｏｎｔから入手可能な、Ｖｉ
ｔｏｎ（登録商標）ＡＬ－６００（フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン及びテ
トラフルオロエチレンのコポリマー）であった。
【００２６】
　使用した硬化剤は、ＤｕＰｏｎｔから入手可能な、ＶＣ５０（ビスフェノールＡＦと四
級ホスホニウム塩との混合物）であった。
【００２７】
　使用した水酸化酸化γ－アルミニウムは、Ｎｉｐｐｏｎ　Ｌｉｇｈｔ　Ｍｅｔａｌ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ　Ｌｔｄ．から入手可能な、ベーマイトＣ１０Ｗであった。
【００２８】
　使用したカーボンブラックは、Ａｓａｈｉ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉ
ｔｅｄから入手可能な、ＭＴグレードのカーボンブラックであった。
【００２９】
　使用した米ぬかワックス加工助剤は、ＤｕＰｏｎｔから入手可能な、ＶＰＡ＃２であっ
た。
【００３０】
　使用した酸化マグネシウムは、Ｋｙｏｗａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから入手可能な、ＭｇＯ
＃１５０であった。
【００３１】
　使用した水酸化カルシウムは、Ｏｈｍｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製であった。
【００３２】
　本発明は更に以下の実施例で例証されるが、これらに限定するものではない。
【００３３】
　実施例１及び比較例１～４
　実施例１（Ｅ１）及び比較例１～４（ＣＥ１～ＣＥ４）のための硬化性組成物は、実験
用内部ミキサー及びシートオフミル中で成分を配合することによって作製した。処方を、
表Ｉに示す。
【００３４】
　組成物を、スラブ（体積膨潤度試験用）及びペレット状に型成形し、１７７℃で１０分
間プレス硬化した。
【００３５】
　硬化スラブから作製したクーポンを、硫酸／硝酸／酢酸／ギ酸の酸濃縮物の混合物に、
２５００ｐｐｍ／２５０ｐｐｍ／１０ｐｐｍ／１０００ｐｐｍ／３００ｐｐｍの割合で、
６０℃で、表示時間にわたって曝露した。結果を表Ｉに示す。
【００３６】



(8) JP 6221085 B2 2017.11.1

10

20

30

40

【表１】

【００３７】
　ＭｇＯとベーマイトの両方を含有する本発明の組成物（Ｅ１）は、酸濃縮物中で低い体
積膨潤度、速い硬化速度（Ｔｃ９０（最大トルクの９０％に達する時間）によって測定）
及び硬化度（最大トルク、ＭＨ）の最適なバランスを示した。比較例ＣＥ１～ＣＥ４は、
高い体積膨潤度、遅い硬化速度又は低い硬化度に悩まされた。
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